
資金決済法に基づく利用者への情報提供について

当社が発行・販売し、当社が運営する「湯の華廊」でご利用いただける「入浴回数券」は、資金決済に関する

法律（以下「資金決済法」と表記）に定められる「前払式支払手段」に該当します。

●資金決済法第１４条１項の趣旨について

　前払式支払手段保有者の保護のため、前払式支払手段の発行者は、前払式支払手段の3月３１日及び

　9月３０日時点の未使用残高の半額以上にあたる額を発行保証金として法務局等に供託することが義務

　付けられています。

　※法令上は半額以上の保全が義務付けられており、全額保全は義務付けられておりません。

●利用者資金の保全方法について

　当社は金銭による供託を行っております。

　　供託所　神戸地方法務局尼崎支局

●資金決済法第３１条1項に規定する権利の内容について

　万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の

　債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。

●無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針について

　紛失・盗難により入浴回数券が第三者に利用された場合、当社はその責を負わず、これを補償いたしません。

　また、現金交換や再発行はいたしませんので、管理には十分ご注意ください。


